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　第 17 回まちづくり推進会議を 7 月 15 日に町公民

館多目的ホールで開催しました。

　委員の任期満了に伴い、伊田町長から新しい委員

21 人が委嘱されました。任期は令和 9 年 3 月 31 日

までです。

　まちづくり推進会議とは、町民が主体的にまちづ

くりに参加できるよう町民の意見をまちづくりに反

映させることを目的として、定期的に開催している

町民参加型会議のことです。

　今回のまちづくり推進会議では、「訓子府町の将

来のあるべき姿と進むべき方向」をテーマとして、

活発な意見交換を行いました。

※�会議の内容については、紙面の関係上、省略しています。

　�詳細な会議の結果については、右記 QR から町ホームページまたは、まちづくり情報コー

ナー（役場庁舎 1階、図書館）でご確認ください。

第 17 回まちづくり推進会議を開催

　町主催の敬老祭を 9月 5日㈮に開催します。

　今年で 74 回目となり、余興と料理で招待者の皆さんをお祝いさせていただきます。

　招待者については下の表に該当する皆さんにご案内します。8 月初旬には出席確認のために往復

はがきを郵送しますので、8 月 8 日㈮までに返送してください。

　また、当日会場で配布する「しおり」には出席される方の住所と氏名を掲載しますが、掲載の可

否については事前確認が必要となりますので、招待状がお手元に届きましたら、住所と氏名の掲載

を希望しない方は、返信用はがきの「掲載しない」欄に「〇」を記入してください。

　なお、「掲載を希望しない」と意思表示がない方は、同意いただいたものとして名簿に掲載させて

いただきますのでご了承ください。

※�名簿が掲載された「しおり」は、参加者および来賓の方にのみ配布します。

　敬老祭では、たくさんの方のご出席をお待ちしています。

※�くんねっぷ静寿園に入所されている方については、例年どおり静寿園で開催される敬老会でお祝

いをします。

第 74 回敬老祭招待者

節　目 生まれた年

新規招待者 数え年 75 歳 昭和 26 年生まれの方

喜寿 77 歳 数え年 77 歳 昭和 24 年生まれの方

傘寿 80 歳 数え年 80 歳 昭和 21 年生まれの方

半寿 81 歳 数え年 81 歳 昭和 20 年生まれの方

橋寿 84 歳 数え年 84 歳 昭和 17 年生まれの方

米寿 88 歳 数え年 88 歳 昭和 13 年生まれの方

卒寿 90 歳 数え年 90 歳 昭和 11 年生まれの方

珍寿 95 歳 数え年 95 歳 昭和 6年生まれの方

白寿 99 歳 数え年 99 歳 昭和 2年生まれの方

100 歳以上の方
昭和元年 12 月 31 日ま

でに生まれた方

今年の敬老祭は 9 月 5 日に開催

▪問合せ　福祉保健課社会福祉係（☎ 47-5555　総合福祉センター 窓口 7番）

　一定面積以上の土地取引には届け出が必要で

す。

　土地の売買・賃貸・交換・営業譲渡など、一

定面積以上の土地取引に係る契約をした場合に

は、国土利用計画法の規定により、その土地が

所在する市町村に届け出が必要です。

⃝届け出の対象となる面積

　�訓子府町の場合、全域都市計画区域外のため

1万㎡以上の取り引きが対象となります

⃝届出者　土地の権利取得者（買い主など）

⃝届出期限　契約締結から 2週間以内

※�提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出に

ご協力をお願いします。

⃝罰　則

　�届け出をしなかった場合、6か月以下の懲役

または 100 万円以下の罰金に処されることが

あります

⃝�提出書類

　次の書類を町に提出してください（各 3部）

・土地売買等届出書

・土地売買等契約書の写し

・�土地およびその付近の状況を明らかにした縮

尺 5,000 分の 1以上の図面

・�土地の形状を明らかにした縮尺 500 分の 1か

ら 2,000 分の 1程度の図面

・委任状（代理人が届け出する場合）

⃝届け出・問合せ

　�〒 099-1498　常呂郡訓子府町東町 398 番地

　訓子府町役場政策推進課（☎ 0157-47-2115）

国土利用計画法に基づく土地取引の届け出のお知らせ

今月の夜間町長室開放は8月13日㈬です

Web会議ツール「Zoom」を通してオンライン形式でも実施できます

  ご予約は政策推進課（☎47-2115）まで　開設時間 18時30分～20時30分

　日ごろ、広報紙に対して感じていることをお聞きし、今後の広報紙づくりの参考とさせていただ

くため、町ではアンケート調査を実施します。皆さんのご協力をお願いします。

⃝�回答方法　�今月号折り込みチラシのアンケート用紙に直接ご記入の上、公共施設の回収箱に提出

していただくか、下記 QR から回答してください

※�回答については、アンケート用紙かインターネットのどちらかで 1 人につき、1 回までの回答と

させていただきます。

⃝回答締切　8月 29 日㈮

広報「くんねっぷ」アンケート調査を実施

▪問合せ　政策推進課企画広報係（☎ 47-2115　役場 2階 窓口 11 番）

▲昨年の敬老祭

▪問合せ　政策推進課企画広報係（☎ 47-2115　役場 2階 窓口 11 番）


